
別記様式第9号（第14条関係）（令元公安規1・一部改正）令和年月日特定秘密指定解除書特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第108号）第4条第7項の規定により、下記のとおり、特定秘密の指定を解除する。記1対象情報2指定の整理番号3指定の解除の理由特定秘密に指定された情報の一部を解除（以下「一部解除」という。）する場合は、本様式の「解除」を「一部解除」とし、「1対象情報」を「1一部解除する情報」とし、「3指定の解除の理由」の次に「4一部解除後の指定に係る情報」を記載。  


